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(57)【要約】
【課題】トルクコンバータを大型化することなくダイナ
ミックダンパ装置の慣性量を大きくする。
【解決手段】ダイナミックダンパ装置３１は、中間部材
５４に設けられ、ダンパプレート７１と、イナーシャリ
ング７２と、複数のコイルスプリング７５と、を有して
いる。イナーシャリング７２は、ダンパプレート７１の
外周部と軸方向において対向して配置され、ダンパプレ
ート７１と相対回転自在である。コイルスプリング７５
は、ダンパプレート７１の外周部とイナーシャリング７
２とを回転方向に弾性的に連結する。トルクコンバータ
本体のトーラス外径に対するイナーシャリング７２の外
径の比は１以上１．５以下である。また、イナーシャリ
ング７２及びコイルスプリング７５の一部はタービン４
と軸方向において重なった位置に配置されている。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジン側の部材に連結されるフロントカバーとトルクコンバータ本体との間に配置さ
れ、前記フロントカバーからのトルクを前記トルクコンバータ本体のタービンに直接伝達
するためのロックアップ装置であって、
　前記フロントカバーからのトルクを出力側に伝達するクラッチ部と、
　前記クラッチ部と相対回転自在であり、前記タービンに連結される出力回転部材と、
　複数の弾性部材を有し、前記クラッチ部と前記出力回転部材とを回転方向に弾性的に連
結するダンパ機構と、
　前記クラッチ部から前記出力回転部材に至る動力伝達経路を構成する回転部材に設けら
れ、回転速度変動を減衰するダイナミックダンパ装置と、
を備え、
　前記ダイナミックダンパ装置は、
　前記回転部材とともに回転するダンパプレートと、
　前記ダンパプレートの外周部と軸方向において対向して配置され、前記ダンパプレート
と相対回転自在なイナーシャ部材と、
　前記ダンパプレートの外周部と前記イナーシャ部材とを回転方向に弾性的に連結する複
数のダイナミックダンパ用弾性部材と、
を有し、
　前記トルクコンバータ本体のトーラス外径に対する前記イナーシャ部材の外径の比は１
以上１．５以下であり、
　前記イナーシャ部材及び複数のダイナミックダンパ用弾性部材の一部は前記タービンと
軸方向において重なった位置に配置されている、
トルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項２】
　前記ダイナミックダンパ用弾性部材の中心は前記トーラス外径よりも外周側に位置して
いる、請求項１に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項３】
　前記トーラスの軸方向寸法に対する径方向寸法の比は１以上１．５以下である、請求項
１又は２に記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項４】
　前記弾性部材は、中心がトーラスよりも内周側に位置するコイルスプリングであり、
　前記トーラスの内周端は前記コイルスプリングの中心よりも外周側に位置している、
請求項１から３のいずれかに記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項５】
　前記トルクコンバータはステータコアを含むステータを有し、
　前記弾性部材は、中心が前記トーラスよりも内周側に位置するコイルスプリングであり
、
　前記ステータコアの内周端は前記コイルスプリングの中心よりも外周側に位置している
、
請求項１から４のいずれかに記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項６】
　前記トルクコンバータは、ステータと、前記ステータを支持するワンウェイクラッチと
、を有し、
　前記弾性部材は、中心が、前記トーラスよりも内周側で、かつ前記ワンウェイクラッチ
の外周端より外周側に位置するコイルスプリングである、
請求項１から５のいずれかに記載のトルクコンバータのロックアップ装置。
【請求項７】
　前記ダンパ機構は、複数の弾性部材の外周側に配置され、前記複数の弾性部材と直列に
作用する複数の外周側弾性部材をさらに有している、請求項１から６のいずれかに記載の



(3) JP 2015-98930 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

トルクコンバータのロックアップ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロックアップ装置、特に、エンジン側の部材に連結されるフロントカバーと
トルクコンバータ本体との間に配置され、フロントカバーからのトルクをトルクコンバー
タ本体のタービンに直接伝達するためのトルクコンバータのロックアップ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　トルクコンバータにおいては、燃費低減のためにロックアップ装置が設けられている。
ロックアップ装置は、タービンとフロントカバーとの間に配置されており、フロントカバ
ーとタービンとを機械的に連結して両者の間でトルクを直接伝達するものである。
【０００３】
　ロックアップ装置は、一般に、クラッチ部と、出力側の回転部材と、これらの間に設け
られたダンパ機構と、を有している。クラッチ部は、ピストンに固定された摩擦部材や、
複数のクラッチプレート及びこれらを押圧するピストンから構成されている。そして、油
圧の作用によってクラッチ部が作動し、フロントカバーからダンパ機構側にトルクが伝達
される。また、ダンパ機構は複数のトーションスプリングを有しており、フロントカバー
に入力されたトルクは、クラッチ部から複数のトーションスプリングを介して出力側の回
転部材に伝達され、さらにタービンに伝達される。
【０００４】
　また、特許文献１には、出力側の回転部材にイナーシャ部材を装着することにより、エ
ンジンの回転速度変動を抑えるようにしたロックアップ装置が示されている。この特許文
献１に示されたロックアップ装置は、タービンに固定された回転部材に相対回転可能にイ
ナーシャ部材が装着されている。また、回転部材とイナーシャ部材との間には複数のコイ
ルスプリングが設けられている。
【０００５】
　この特許文献１のロックアップ装置では、回転部材にコイルスプリングを介してイナー
シャ部材が連結されているため、イナーシャ部材及びコイルスプリングがダイナミックダ
ンパとして機能し、これらによってタービンの回転速度変動が減衰される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２９３６７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　出力側の回転速度変動を抑えるためには、ダイナミックダンパ装置の慣性量を大きくす
る必要がある。そこで、ダイナミックダンパ装置を構成する部材を外周側に集中的に配置
し、慣性量を大きくすることが望ましい。
【０００８】
　しかし、ダイナミックダンパ装置の構成部材を外周側に配置すると、トルクコンバータ
全体の径方向寸法が大きくなる。
【０００９】
　そこで、トルクコンバータ全体の径方向寸法を抑えつつ、ダイナミックダンパ装置の慣
性量を大きくすることが望まれる。また、軸方向寸法についても同様であり、トルクコン
バータ全体の軸方向寸法を抑えつつ、ダイナミックダンパ装置の軸方向寸法を大きくして
慣性量を大きくすることが望まれる。
【００１０】
　本発明の課題は、トルクコンバータ全体を大型化することなくダイナミックダンパ装置
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の慣性量を大きくし、より効果的に回転速度変動を抑えることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置は、エンジン側の部材に
連結されるフロントカバーとトルクコンバータ本体との間に配置され、フロントカバーか
らのトルクをトルクコンバータ本体のタービンに直接伝達するための装置である。このロ
ックアップ装置は、クラッチ部と、出力回転部材と、ダンパ機構と、ダイナミックダンパ
装置と、を備えている。クラッチ部はフロントカバーからのトルクを出力側に伝達する。
出力回転部材は、クラッチ部と相対回転自在であり、タービンに連結される。ダンパ機構
は、複数の弾性部材を有し、クラッチ部と出力回転部材とを回転方向に弾性的に連結する
。ダイナミックダンパ装置は、クラッチ部から出力回転部材に至る動力伝達経路を構成す
る回転部材に設けられ、回転速度変動を減衰する。
【００１２】
　ダイナミックダンパ装置は、回転部材とともに回転するダンパプレートと、イナーシャ
部材と、複数のダイナミックダンパ用弾性部材と、を有している。イナーシャ部材は、ダ
ンパプレートの外周部と軸方向において対向して配置され、ダンパプレートと相対回転自
在である。複数のダイナミックダンパ用弾性部材は、ダンパプレートの外周部とイナーシ
ャ部材とを回転方向に弾性的に連結する。
【００１３】
　そして、トルクコンバータ本体のトーラス外径に対するイナーシャ部材の外径の比は１
以上１．５以下である。また、イナーシャ部材及び複数のダイナミックダンパ用弾性部材
の一部はタービンと軸方向において重なった位置に配置されている。
【００１４】
　なお、「トーラス」とは、トルクコンバータのインペラ、タービン、及びステータの各
ブレードによって形成される作動油の環状流路であって、ドーナツ状の空間である。
【００１５】
　この装置では、クラッチ部がオン（動力伝達状態）の場合は、フロントカバーからのト
ルクはクラッチ部を介してダンパ機構に入力され、ダンパ機構から出力回転部材を介して
タービンに伝達される。このとき、動力伝達経路を構成する回転部材にダイナミックダン
パ装置が連結されており、このダイナミックダンパ装置によって回転速度変動を抑えるこ
とができる。
【００１６】
　ここでは、ダイナミックダンパ装置を構成するイナーシャ部材及び複数のダイナミック
ダンパ用弾性部材が、ダンパプレートの外周部に配置されている。このため、従来のダイ
ナミックダンパ装置のようにコイルスプリングがダンパプレートの内周部に配置されてい
る場合に比較して、ダイナミックダンパ装置の慣性量を大きくすることができる。
【００１７】
　一方で、トルクコンバータ本体のトーラス外径に対するイナーシャ部材の外径の比を、
最大で１．５に抑えているので、トルクコンバータ全体の径方向寸法を抑えることができ
る。また、イナーシャ部材及び複数のダイナミックダンパ用弾性部材の一部がタービンと
軸方向において重なった位置に配置されているので、トルクコンバータ全体の軸方向寸法
を抑えることができる。
【００１８】
　本発明の第２側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、ダイナミックダン
パ用弾性部材の中心はトーラス外径よりも外周側に位置している。
【００１９】
　ダイナミックダンパ装置の慣性量の一部を構成するダイナミックダンパ用弾性部材が、
トーラス外径よりもさらに外周側に配置されているので、ダイナミックダンパ装置の慣性
量をより大きくすることができる。
【００２０】
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　本発明の第３側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、トーラスの軸方向
寸法に対する径方向寸法の比は１以上１．５以下である。
【００２１】
　ここでは、トーラスが比較的丸型であるので、トーラスの外周側及び内周側にスペース
が形成される。したがって、このスペースにダイナミックダンパ装置を構成する部材や、
複数の弾性部材を配置することができ、トルクコンバータ全体の軸方向寸法を抑えること
ができる。
【００２２】
　本発明の第４側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、弾性部材は、中心
がトーラスよりも内周側に配置されたコイルスプリングである。そして、トーラスの内周
端はコイルスプリングの中心よりも外周側に位置している。
【００２３】
　ここでは、弾性部材であるコイルスプリングとトーラスとを軸方向において重なるよう
に配置でき、トルクコンバータの軸方向寸法を抑えることができる。
【００２４】
　本発明の第５側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、トルクコンバータ
はステータコアを含むステータを有し、弾性部材は、中心がトーラスよりも内周側に配置
されたコイルスプリングである。そして、ステータコアの内周端はコイルスプリングの中
心よりも外周側に位置している。
【００２５】
　ここでは、前記同様に、弾性部材であるコイルスプリングとトーラスとを軸方向におい
て重なるように配置でき、トルクコンバータの軸方向寸法を抑えることができる。
【００２６】
　本発明の第６側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、トルクコンバータ
は、ステータと、ステータを支持するワンウェイクラッチと、を有している。弾性部材は
、中心が、トーラスよりも内周側で、かつワンウェイクラッチの外周端より外周側に位置
するコイルスプリングである。
【００２７】
　ここでは、弾性部材であるコイルスプリングとワンウェイクラッチとを軸方向において
重なるように配置でき、トルクコンバータの軸方向寸法を抑えることができる。
【００２８】
　本発明の第７側面に係るトルクコンバータのロックアップ装置では、ダンパ機構は、複
数の弾性部材の外周側に配置され、複数の弾性部材と直列に作用する複数の外周側弾性部
材をさらに有している。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のような本発明では、トルクコンバータのロックアップ装置において、トルクコン
バータ全体を大型化することなくダイナミックダンパ装置の慣性量を大きくし、回転速度
変動を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態によるロックアップ装置を備えたトルクコンバータの断面構
成図。
【図２】クラッチ部、ダンパ機構、及びダイナミックダンパ装置を抽出して示す図。
【図３】クラッチ部の断面図。
【図４】ダンパ機構及びダイナミックダンパ装置の断面図。
【図５】外周側トーションスプリング及び入力プレートの正面部分図。
【図６】ダンパ機構及びダイナミックダンパ装置の断面図。
【図７】サポートプレートの正面部分図。
【図８】ダンパ機構及びダイナミックダンパ装置の断面図。
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【図９】ダンパ機構及びダイナミックダンパ装置の正面部分図。
【図１０】イナーシャリングの正面部分図。
【図１１】ダイナミックダンパ装置の拡大図。
【図１２】各部の配置及び寸法関係を示す図。
【図１３】ロックアップ装置のねじり特性線図。
【図１４】エンジン回転数と回転速度変動の特性図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１は、本発明の一実施形態によるロックアップ装置を有するトルクコンバータ１の断
面部分図である。図１の左側にはエンジン（図示せず）が配置され、図の右側にトランス
ミッション（図示せず）が配置されている。なお、図１に示すＯ－Ｏがトルクコンバータ
及びロックアップ装置の回転軸線である。
【００３２】
　［トルクコンバータ１の全体構成］
　トルクコンバータ１は、エンジン側のクランクシャフト（図示せず）からトランスミッ
ションの入力シャフトにトルクを伝達するための装置であり、入力側の部材に固定される
フロントカバー２と、３種の羽根車（インペラ３、タービン４、ステータ５）からなるト
ルクコンバータ本体６と、ロックアップ装置７と、から構成されている。
【００３３】
　フロントカバー２は、円板状の部材であり、その外周部にはトランスミッション側に突
出する外周筒状部１０が形成されている。インペラ３は、フロントカバー２の外周筒状部
１０に溶接により固定されたインペラシェル１２と、その内側に固定された複数のインペ
ラブレード１３と、インペラシェル１２の内周側に設けられた筒状のインペラハブ１４と
、から構成されている。
【００３４】
　タービン４は流体室内でインペラ３に対向して配置されている。タービン４は、タービ
ンシェル１５と、タービンシェル１５に固定された複数のタービンブレード１６と、ター
ビンシェル１５の内周側に固定されたタービンハブ１７と、から構成されている。タービ
ンハブ１７は外周側に延びるフランジ１７ａと、軸方向においてフロントカバー２側に延
びる筒状部１７ｂと、を有している。フランジ１７ａにタービンシェル１５の内周部が複
数のリベット１８によって固定されている。また、タービンハブ１７の内周部には、図示
しないトランスミッションの入力シャフトがスプライン係合している。なお、筒状部１７
ｂのエンジン側先端面とフロントカバー２との間には、スラストワッシャ１９が配置され
ている。
【００３５】
　ステータ５は、インペラ３とタービン４の内周部間に配置され、タービン４からインペ
ラ３へと戻る作動油を整流するための機構である。ステータ５は主に、ステータキャリア
２０と、ステータキャリア２０の外周面に設けられた複数のステータブレード２１と、ス
テータブレード２１の外周端に設けられた環状のステータコア２２と、を有している。ス
テータキャリア２０は、ワンウェイクラッチ２３を介して図示しない固定シャフトに支持
されている。なお、ステータキャリア２０の軸方向両側には、スラストベアリング２４，
２５が設けられている。
【００３６】
　以上のようなトルクコンバータ本体６においては、インペラ３、タービン４、及びステ
ータ５の各ブレード１３，１６，２１によって形成される作動油の環状流路（トーラスＴ
）が形成されている。
【００３７】
　［ロックアップ装置７］
　図２に、図１のロックアップ装置７を抽出して示している。ロックアップ装置７は、フ
ロントカバー２からタービン４に動力を直接伝達するものである。ロックアップ装置７は
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、フロントカバー２とタービン４との間に配置されたクラッチ部２８と、クラッチ部２８
からのトルクをタービン４に伝達するダンパ機構２９と、ハブフランジ３０（出力回転部
材）と、ダイナミックダンパ装置３１と、を備えている。
【００３８】
　＜クラッチ部２８＞
　クラッチ部２８は、油圧作動式の多板型であり、フロントカバー２からのトルクをダン
パ機構２９に伝達し、あるいはフロントカバー２とダンパ機構２９との間のトルク伝達を
遮断する。このクラッチ部２８は、図２に示すように、クラッチ入力部材３５及びクラッ
チ出力部材３６と、それぞれ２枚の第１及び第２クラッチプレート３７，３８と、ピスト
ン４０と、を有している。
【００３９】
　－クラッチ入力部材３５－
　クラッチ入力部材３５は、環状に形成されており、円板状の固定部３５ａと、固定部３
５ａの外周端からトランスミッション側に延びて形成された外筒状部３５ｂと、固定部３
５ａの内周端からトランスミッション側に延びて形成された内筒状部３５ｃと、を有して
いる。固定部３５ａはフロントカバー２のトランスミッション側の面に溶接により固定さ
れている。外筒状部３５ｂの内周面には、軸方向に延びる複数の凹凸部が円周方向に所定
の間隔で形成されている。
【００４０】
　－クラッチ出力部材３６－
　クラッチ出力部材３６は、環状に形成されており、円板状に形成された円板部３６ａと
、円板部３６ａの外周端部からエンジン側に延びて形成された筒状部３６ｂと、を有して
いる。円板部３６ａの内周部は、ダンパ機構２９を構成する部材に、リベット４１により
固定されている。円板部３６ａの外周部は、外周側に行くにしたがってフロントカバー２
に近づくように傾斜している。筒状部３６ｂには、軸方向に延びる複数の溝が円周方向に
所定の間隔で形成されている。
【００４１】
　－第１及び第２クラッチプレート３７，３８－
　第１クラッチプレート３７は環状に形成されている。第１クラッチプレート３７の外周
端には、クラッチ入力部材３５の外筒状部３５ｂの凹凸部に係合する複数の歯が形成され
ている。このような構成により、第１クラッチプレート３７は、クラッチ入力部材３５に
対して軸方向に移動自在かつ相対回転不能である。
【００４２】
　第２クラッチプレート３８は環状に形成されている。第２クラッチプレート３８の内周
端には、クラッチ出力部材３６の筒状部３６ｂの複数の溝に係合する複数の歯が形成され
ている。このような構成により、第２クラッチプレート３８は、クラッチ出力部材３６に
対して軸方向に移動自在かつ相対回転不能である。また、第２クラッチプレート３８の両
面には、環状の摩擦部材が固定されている。
【００４３】
　第２クラッチプレート３８のさらにトランスミッション側には、環状のバックアップリ
ング４３が設けられている。バックアップリング４３の外周端には、クラッチ入力部材３
５の外筒状部３５ｂの凹凸部に係合する複数の歯が形成されている。このような構成によ
り、バックアップリング４３は、クラッチ入力部材３５に対して軸方向に移動自在かつ相
対回転不能である。なお、バックアップリング４３のタービン４側には、バックアップリ
ング４３のタービン４側への移動を規制するためのスナップリング４４が設けられている
。スナップリング４４は、クラッチ入力部材３５の外筒状部３５ｂに形成された環状の溝
に係合している。
【００４４】
　－ピストン４０－
　図３に、ピストン４０に関連する部分を拡大して示している。ピストン４０は、クラッ
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チ入力部材３５の内周側で、フロントカバー２と第１及び第２クラッチプレート３７，３
８との間に配置されている。ピストン４０は、環状に形成されており、外周面がクラッチ
入力部材３５の内筒状部３５ｃの内周面に摺動自在に支持されている。ピストン４０の外
周面にはシール部材４６が設けられ、ピストン４０とクラッチ入力部材３５との間がシー
ルされている。また、ピストン４０の内周端部には、トランスミッション側に延びる筒状
部４０ａが形成されている。このピストン４０の筒状部４０ａの内周面が、ピストン支持
部材４８に摺動自在に支持されている。
【００４５】
　ピストン支持部材４８は、図１～図３に示すように、環状に形成された円板状の部材で
ある。ピストン支持部材４８には、円周方向の複数箇所にエンジン側に突出する突起部４
８ａが形成されており、この突起部４８ａが溶接によりフロントカバー２に固定されてい
る。なお、図１～図３では、ピストン支持部材４８のフロントカバー２への固定部分を示
しているが、ピストン支持部材４８においてフロントカバー２に固定されていない部分は
、径方向に貫通する溝４８ｂ（図３に破線で示している）が形成されている。この溝４８
ｂを介して、ピストン４０とフロントカバー２との間に作動油が内周側から供給される。
【００４６】
　ピストン支持部材４８の外周端部にはエンジン側に延びる外筒状部４８ｃが形成され、
内周端部にはトランスミッション側に延びる内筒状部４８ｄが形成されている。外筒状部
４８ｃは、前述のように、ピストン４０の筒状部４０ａを支持する部分であり、シール部
材４９が設けられている。このシール部材４９により、ピストン４０とピストン支持部材
４８との間がシールされている。また、内筒状部４８ｄは、タービンハブ１７の筒状部１
７ｂの外周面に摺動自在に支持されている。そして、タービンハブ１７の筒状部１７ｂの
外周面にはシール部材５０が設けられている。これにより、ピストン支持部材４８とター
ビンハブ１７との間がシールされている。
【００４７】
　以上のような構成により、ピストン４０の背面、すなわちピストン４０とフロントカバ
ー２との間には、作動油の供給路を除いて、他の空間から独立した（密閉された）油圧室
Ｐが形成されている。
【００４８】
　＜ダンパ機構２９＞
　図４及び図５に示すように、ダンパ機構２９は、クラッチ部２８のクラッチ出力部材３
６が固定された入力プレート５２と、複数の外周側トーションスプリング（外周側弾性部
材）５３と、中間部材５４と、内周側トーションスプリング（弾性部材）５５と、１対の
サポートプレート５６と、を有している。なお、図４は、ロックアップ装置７のうちのダ
ンパ機構２９及びそれに関連する構成のみを抽出して示したものである。また、図５は入
力プレート５２及び外周側トーションスプリング５３をトランスミッション側から視た図
である。
【００４９】
　－入力プレート５２－
　入力プレート５２は、環状に形成されており、円板部５２ａと、円板部５２ａの外周端
に形成されたスプリング収納部５２ｂと、円板部５２ａの内周端にトランスミッション側
に延びて形成された支持部５２ｃと、を有している。円板部５２ａには、前述のように、
クラッチ出力部材３６がリベット４１により固定されている。スプリング収納部５２ｂは
、断面Ｃ形状であり、トーションスプリング５３の内周側、フロントカバー２側の側部、
及び外周側を支持している。また、スプリング収納部５２ｂの円周方向の両端には、トー
ションスプリング５３の端面に係合する係合部５２ｅが形成されている。
【００５０】
　－外周側トーションスプリング５３－
　外周側トーションスプリング５３は、入力プレート５２のスプリング収納部５２ｂに収
容されている。ここでは、３個のトーションスプリング５３が設けられており、各トーシ
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ョンスプリング５３は、自由状態で円弧形状となるアークスプリングである。すなわち、
各トーションスプリング５３は、スプリング収納部５２ｂに収容されていない自由状態に
おいても、図５で示すように回転方向に円弧状に延びる形状を維持している。
【００５１】
　以上のように、外周側トーションスプリング５３としてアークスプリングを採用するこ
とにより、作動時においてヒステリシストルク（スプリング収納部５２ｂの外周側部分と
の摺動抵抗）が比較的大きくなるが、円周方向に長く形成でき、低剛性化を実現すること
が可能である。
【００５２】
　－中間部材５４－
　図４に示すように、中間部材５４は、第１プレート６１と第２プレート６２とから構成
されており、入力プレート５２及びハブフランジ３０に対して相対回転自在である。第１
及び第２プレート６１，６２は入力プレート５２とタービンシェル１５との間に配置され
た環状かつ円板状の部材である。第１プレート６１と第２プレート６２とは軸方向に間隔
をあけて配置されている。第１プレート６１がエンジン側に配置され、第２プレート６２
がトランスミッション側に配置されている。第１プレート６１と第２プレート６２とは、
図１及び図２に示すように、外周部が複数のリベット６３によって互いに相対回転不能で
かつ軸方向に移動不能に連結されている。
【００５３】
　図６は、中間部材５４及び内周側トーションスプリング５５に関連する部分を抽出して
示した図である。図６に示すように、第１プレート６１及び第２プレート６２には、それ
ぞれ軸方向に貫通する窓部６１ａ，６２ａが形成されている。窓部６１ａ，６２ａは、円
周方向に延びて形成されており、内周部と外周部には、軸方向に切り起こされた切り起こ
し部が形成されている。
【００５４】
　また、図４に示すように、第１プレート６１の外周端には、外周側トーションスプリン
グ５３にまで延びる複数の係止部６１ｂが形成されている。複数の係止部６１ｂは第１プ
レート６１の先端を軸方向エンジン側に折り曲げて形成されたものである。この複数の係
止部６１ｂは、円周方向に所定の間隔をあけて配置されており、２つの係止部６１ｂの間
に１個の外周側トーションスプリング５３が配置されている。
【００５５】
　以上のような中間部材５４によって、外周側トーションスプリング５３と内周側トーシ
ョンスプリング５５とを直列的に作用させることが可能となる。
【００５６】
　－内周側トーションスプリング５５－
　内周側トーションスプリング５５は、中間部材５４の両プレート６１，６２の窓部６１
ａ，６２ａ内に配置されている。そして、内周側トーションスプリング５５は窓部６１ａ
，６２ａによって円周方向両端及び径方向両側が支持されている。さらに、内周側トーシ
ョンスプリング５５は窓部６１ａ，６２ａの切り起こし部によって軸方向への飛び出しが
規制されている。
【００５７】
　－１対のサポートプレート５６－
　１対のサポートプレート５６は、複数の内周側トーションスプリング５５のうちの１組
２個を直列的に作用させるための部材である。すなわち、この実施形態では、６個の内周
側トーションスプリング５５（図９参照）が設けられているが、１対のサポートプレート
５６によって、それぞれ１組２個の内周側トーションスプリング５５を直列的に作用させ
ることができる。
【００５８】
　１対のサポートプレート５６はハブフランジ３０の軸方向両側に配置されている。具体
的には、一方のサポートプレート５６はハブフランジ３０と第１プレート６１との間に配
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置されている。また、他方のサポートプレート５６はハブフランジ３０と第２プレート６
２との間に配置されている。両サポートプレート５６は、図１，２，４に示すように、リ
ベット６５によって軸方向に一定の間隔を維持して互いに相対回転不能に固定されている
。そして、両サポートプレート５６は、第１及び第２プレート６１，６２とハブフランジ
３０とに対して相対回転自在である。
【００５９】
　１対のサポートプレート５６は同形状であり、図７に示すように、環状に形成されてい
る。サポートプレート５６は、円弧状のスプリング収納用の開口５６ａと、開口５６ａの
円周方向間に形成された貫通孔５６ｂと、を有している。開口５６ａには２個の内周側ト
ーションスプリング５５が収容される。そして、隣接する２つの開口５６ａに収容された
、互いに近い方のスプリング同士を直列的に作用させることが可能である。すなわち、貫
通孔５６ｂが形成された部分を挟んで配置された隣接する２つの内周側トーションスプリ
ング５５を直列的に作用させることが可能である。また、貫通孔５６はリベット６５が貫
通する。
【００６０】
　＜最終ストッパ機構＞
　図４及び図５に示すように、入力プレート５２の円板部５２ａには、円弧状のストッパ
溝５２ｆが形成されている。このストッパ溝５２ｆは、入力プレート５２に対するハブフ
ランジ３０及び中間部材５４の相対回転角度を規制するための溝である。また、中間部材
５４の第１プレート６１の径方向中間部には、エンジン側に切り起こされたストッパ爪６
１ｃが形成されている。このストッパ爪６１ｃが入力プレート５２のストッパ溝５２ｆに
係合している。
【００６１】
　このような構成により、中間部材５４、ダイナミックダンパ装置３１、及びハブフラン
ジ３０は、ストッパ爪６１ｃがストッパ溝５２ｆ内で移動可能な範囲で、入力プレート５
２に対して相対回転が可能である。
【００６２】
　＜ハブフランジ３０＞
　図４及び図６に示すように、ハブフランジ３０は、環状かつ円板状の部材であり、内周
部がタービンシェル１５とともにリベット１８によってタービンハブ１７のフランジ１７
ａに固定されている。ハブフランジ３０は、１対のサポートプレート５６の間に、サポー
トプレート５６と第１及び第２プレート６１，６２とに対して相対回転可能に配置されて
いる。ハブフランジ３０の外周部には、第１及び第２プレート６１，６２の窓部６１ａ，
６２ａに対応して、窓孔３０ａが形成されている。窓孔３０ａは軸方向に貫通する孔であ
り、この窓孔３０ａに内周側トーションスプリング５５が配置されている。
【００６３】
　図４に示すように、ハブフランジ３０の内周部には、エンジン側に切り起こされて軸方
向に延びる複数の突起部３０ｂが形成されている。この突起部３０ｂの外周面に中間部材
５４の第１プレート６１の内周端面が当接している。このように、ハブフランジ３０の突
起部３０ｂによって、中間部材５４及びダイナミックダンパ装置３１が径方向に位置決め
されている。
【００６４】
　＜１段目ストッパ機構＞
　図８は中間部材５４及びハブフランジ３０に関連する部分を抽出して示した図であり、
他の図とは異なる位置で断面している。また、図９は中間部材５４、内周側トーションス
プリング５５、及びハブフランジ３０に関連する部分を、トランスミッション側から視た
図である。
【００６５】
　これらの図に示すように、中間部材５４の第２プレート６２の径方向中間部には、外周
側にいくにしたがって第１プレート６１に近づく傾斜部６２ｂが形成されている。この傾
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斜部６２ｂには、円弧状のストッパ溝６２ｃが形成されている。また、ハブフランジ３０
の外周部には、外周側に延びる複数のストッパ爪３０ｃが形成されている。このストッパ
爪３０ｃが第２プレート６２のストッパ溝６２ｃに係合している。
【００６６】
　このような構成により、中間部材５４及びダイナミックダンパ装置３１は、ストッパ爪
３０ｃがストッパ溝６２ｃ内で移動可能な範囲で、ハブフランジ３０に対して相対回転が
可能である。なお、この場合の相対回転可能な角度範囲は、最終段のストッパ機構（スト
ッパ爪６１ｃ＋ストッパ溝５２ｆ）による相対回転可能な角度範囲より小さく設定されて
いる。
【００６７】
　－規制プレート６７－
　図４に示すように、タービンハブ１７のフランジ１７ａには、タービンシェル１５及び
ハブフランジ３０とともに規制プレート６７がリベット１８により固定されている。規制
プレート６７は、フランジ１７ａに固定された固定部６７ａと、固定部６７ａからエンジ
ン側に延びる筒状部６７ｂと、筒状部６７ｂの先端から外周側に延びる係合部６７ｃと、
を有している。筒状部６７ｂの外周面には入力プレート５２の支持部５２ｃが当接してい
る。また、係合部６７ｃは入力プレート５２の円板部５２ａの内周端部にエンジン側から
当接している。なお、入力プレート５２の支持部５２ｃの先端はハブフランジ３０に当接
可能である。
【００６８】
　以上のように、入力プレート５２及び外周側トーションスプリング５３は、規制プレー
ト６７の筒状部６７ｂにより径方向に位置決めされ、係合部６７ｃ及びハブフランジ３０
によって軸方向に位置決めされている。
【００６９】
　＜ダイナミックダンパ装置３１＞
　ダイナミックダンパ装置３１は、図４及び図８に示すように、中間部材５４の第２プレ
ート６２の外周延長部であるダンパプレート７１と、１対のイナーシャリング７２と、第
１蓋部材７３と、第２蓋部材７４と、複数のコイルスプリング（ダイナミックダンパ用弾
性部材）７５と、ストップピン７６と、を有している。
【００７０】
　－ダンパプレート７１－
　ダンパプレート７１は、前述のように、中間部材５４を構成する第２プレート６２の外
周部によって形成されている。すなわち、ダンパプレート７１は第２プレート６２と一体
に形成されている。ダンパプレート７１は、図９に示すように、円周方向に所定の間隔で
、複数のスプリング収納部７１ａを有している。スプリング収納部７１ａは円周方向に所
定の長さを有している。複数のスプリング収納部７１ａの円周方向間には、複数の長孔７
１ｂが形成されている。長孔７１ｂは、円周方向に所定の長さを有し、スプリング収納部
７１ａと同じ円周上に形成されている。
【００７１】
　－イナーシャリング７２－
　１対のイナーシャリング７２は、板金部材をプレス加工して形成されたものであり、ダ
ンパプレート７１の軸方向両側に配置されている。２つのイナーシャリング７２は同様の
構成である。イナーシャリング７２は、図１０に示すように、円周方向に所定の間隔で複
数のスプリング収納部７２ａを有している。このスプリング収納部７２ａはダンパプレー
ト７１のスプリング収納部７１ａに対応する位置に形成されている。また、イナーシャリ
ング７２は、ダンパプレート７１の長孔７１ｂの円周方向中央位置に対応する位置に貫通
孔７２ｂを有している。
【００７２】
　－第１蓋部材７３－
　第１蓋部材７３はエンジン側のイナーシャリング７２のさらにエンジン側に配置されて
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いる。第１蓋部材７３は、環状の部材であり、内径はイナーシャリング７２の内径より小
さい。すなわち、第１蓋部材７３の内周端はイナーシャリング７２の内周端よりさらに内
周側に延びている。図１１に拡大して示すように、第１蓋部材７３には、イナーシャリン
グ７２の貫通孔７２ｂに対応する位置に貫通孔７３ｂが形成されている。また、貫通孔７
３ｂの軸方向外側の端部には、貫通孔７３ｂより大径のかしめ用凹部７３ｃが形成されて
いる。
【００７３】
　－第２蓋部材７４－
　第２蓋部材７４はトランスミッション側のイナーシャリング７２のさらにトランスミッ
ション側に配置されている。第２蓋部材７４は、環状の部材であり、内径はイナーシャリ
ング７２の内径より大きく、イナーシャリング７２や第１蓋部材７３の軸方向厚みよりも
厚い。この第２蓋部材７４の形状（内径及び厚みの設定）は、タービンシェル１５との干
渉を避け、しかも慣性量を大きくするためである。第２蓋部材７４には、イナーシャリン
グ７２の貫通孔７２ｂに対応する位置に貫通孔７４ｂが形成されている。また、貫通孔７
４の軸方向外側の端部には、貫通孔７４より大径のかしめ用凹部７４ｃが形成されている
。凹部７４ｃは、図９及び図１１から明らかなように、内径側に開放している。
【００７４】
　－コイルスプリング７５－
　複数のコイルスプリング７５は、それぞれダンパプレート７１のスプリング収納部７１
ａ及びイナーシャリング７２のスプリング収納部７２ａに収納されている。そして、コイ
ルスプリング７５の両端部はダンパプレート７１及びイナーシャリング７２のスプリング
収納部７１ａ，７２ａの円周方向端部に当接している。
【００７５】
　－ストップピン７６－
　ストップピン７６は、図１１に示すように、軸方向の中央部に大径胴部７６ａを有し、
その両側に小径胴部７６ｂを有している。
【００７６】
　大径胴部７６ａは、イナーシャリング７２の貫通孔７２ｂより大径で、かつダンパプレ
ート７１の長孔７１ｂの径（径方向寸法）よりも小径である。また、大径胴部７６ａの厚
みは、ダンパプレート７１の厚みより若干厚く形成されている。
【００７７】
　小径胴部７６ｂはイナーシャリング７２の貫通孔７２ｂ及び両蓋部材７３，７４の貫通
孔７３ｂ，７４ｂを挿通している。そして、小径胴部７６ｂの頭部をかしめることによっ
て、ダンパプレート７１の軸方向両側にイナーシャリング７２及び両蓋部材７３，７４が
固定されている。
【００７８】
　以上のような構成により、ダンパプレート７１とイナーシャリング７２及び２つの蓋部
材７３，７４とは、ストップピン７６がダンパプレート７１の長孔７１ｂで移動し得る範
囲で相対回転が可能である。そして、ストップピン７６の大径胴部７６ａが長孔７１ｂの
端部に当接することによって、両者の相対回転が禁止される。
【００７９】
　［各部材の配置］
　以上のように構成されたトルクコンバータのトルクコンバータ本体６及びロックアップ
装置７を構成する各部材の配置及び寸法関係は、以下の通りである（図１２を参照）。
【００８０】
　＜ダイナミックダンパ装置３１、クラッチ部２８、各トーションスプリング５３，５５
の配置＞
　（１）ダイナミックダンパ装置３１の外径Ｄdd（イナーシャリング７２の外径）は外周
側トーションスプリング５３の外径Ｄospoより大きい。－－－Ｄdd＞Ｄospo
　（２）ダイナミックダンパ装置３１は内周側トーションスプリング５５よりも外周側に
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配置されている。
【００８１】
　（３）ダイナミックダンパ装置３１はクラッチ部２８より外周側に配置されている。
【００８２】
　（４）ダイナミックダンパ装置３１は外周側トーションスプリング５３と径方向におい
て重なる位置に配置されている。
【００８３】
　（５）外周側トーションスプリング５３はクラッチ部２８よりも外周側に配置されてい
る。
【００８４】
　（６）クラッチ部２８と内周側トーションスプリング５５とは、径方向において重なる
位置に配置されている。
【００８５】
　＜トーラスＴに関連した各部材の配置：径方向＞
　（１）トルクコンバータ本体６のトーラス外径Ｄtに対するダイナミックダンパ装置３
１（イナーシャリング７２）の外径Ｄddの比（Ｄdd／Ｄt）は１．１である。なお、この
比は１以上１．５以下が好ましい。－－－１≦（Ｄdd／Ｄt）≦１．５
　（２）コイルスプリング７５の中心Ｄdspはトーラス外径Ｄtよりも外周側に位置してい
る。－－－Ｄdsp＞Ｄt
　（３）トーラスＴの軸方向寸法Ｂに対する径方向寸法Ａの比（Ａ／Ｂ）は１．２である
。なお、この比は１以上１．５以下が好ましい。－－－１≦Ａ／Ｂ≦１．５
　（４）トーラスＴの内周端ｄtは内周側トーションスプリング５５の中心Ｄispよりも外
周側に位置している。－－－ｄt＞Ｄisp
　（５）ステータコア２２の内周端（内径ｄstc）は内周側トーションスプリング５５の
中心Ｄispよりも外周側に位置している。－－－－ｄstc＞Ｄisp
　（６）内周側トーションスプリング５５の中心（Ｄisp）はトーラスＴよりも内周側に
配置されるとともに、ワンウェイクラッチ２３の外周端（Ｄowc）より外周側に配置され
ている。－－－－Ｄowc＜Ｄisp＜ｄt
　＜各部材の配置：軸方向＞
　（１）ダイナミックダンパ装置３１の一部（第２蓋部材７４と、トランスミッション側
のイナーシャリング７２と、コイルスプリング７５及びダンパプレート７１の一部）は、
タービン４と軸方向において重なった位置に配置されている。
【００８６】
　（２）内周側トーションスプリング５５の一部、中間部材５４の一部がトーラスＴと軸
方向において重なった位置に配置されている。
【００８７】
　［動作］
　まず、トルクコンバータ本体の動作について簡単に説明する。フロントカバー２及びイ
ンペラ３が回転している状態では、インペラ３からタービン４へ作動油が流れ、作動油を
介してインペラ３からタービン４へトルクが伝達される。タービン４に伝達されたトルク
はタービンハブ１７を介してトランスミッションの入力シャフト（図示せず）に伝達され
る。
【００８８】
　次にピストン４０とフロントカバー２との間に作動油が供給されると、ピストン４０が
トランスミッション側に移動させられる。この結果、ピストン４０によって第１及び第２
クラッチプレート３７，３８が互いに押圧され、クラッチ部２８はオンになる。
【００８９】
　以上のようなクラッチオン状態では、トルクは、クラッチ入力部材３５→第１及び第２
クラッチプレート３７，３８→クラッチ出力部材３６→入力プレート５２→外周側トーシ
ョンスプリング５３→中間部材５４→内周側トーションスプリング５５→ハブフランジ３
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０の経路で伝達され、タービンハブ１７に出力される。
【００９０】
　ロックアップ装置７においては、トルクを伝達すると共にフロントカバー２から入力さ
れるトルク変動を吸収・減衰する。具体的には、ロックアップ装置７において捩り振動が
発生すると、外周側トーションスプリング５３と内周側トーションスプリング５５とが入
力プレート５２とハブフランジ３０との間で直列に圧縮される。
【００９１】
　ここで、伝達トルクが低い領域では、外周側トーションスプリング５３及び内周側トー
ションスプリング５５が圧縮されて、入力プレート５２とハブフランジ３０とが相対回転
するとともに、中間部材５４とハブフランジ３０とが相対回転する。ここでは、図１３に
示すように、ダンパ機構２９は低剛性のねじり特性を示す。
【００９２】
　そして、入力プレート５２とハブフランジ３０との相対回転角度が大きくなると、１段
目のストッパ機構によって両者の相対回転は禁止される。すなわち、図１２に示すように
、伝達トルク（ねじりトルク）がＴ１になり、入力プレート５２とハブフランジ３０との
相対回転角度がθ１になった状態では、ハブフランジ３０のストッパ爪３０ｃが第２プレ
ート６２のストッパ溝６２ｃの端面に当接している。すなわち、ロックアップ装置全体の
ねじり角度がθ１の状態では、中間部材５４とハブフランジ３０の相対回転は禁止されて
いる。
【００９３】
　この状態では、図１２に示すように、内周側トーションスプリング５５は角度θＡだけ
圧縮されている。また、同様に、装置全体のねじり角度がθ１の範囲（内周側トーション
スプリング５５が角度θＡだけ圧縮される範囲）では、外周側トーションスプリング５３
は角度θＢだけ圧縮されている。
【００９４】
　そして、入力プレート５２とハブフランジ３０との相対角度（ねじり角度）がθ１を超
えると、中間部材５４、ダイナミックダンパ装置３１、及びハブフランジ３０は一体とな
って回転する。
【００９５】
　伝達トルクがＴ１以上の領域では、外周側トーションスプリング５３のみが圧縮され、
ダンパ機構２９は、ねじり角度θ１までの特性よりは高剛性のねじり特性を示す。そして
、伝達トルクがＴ２になって、入力プレート５２と中間部材５４との相対回転角度がθ２
になると、最終ストッパ機構によって両者の相対回転は禁止される。すなわち、ねじり角
度がθ２になると、第１プレート６１のストッパ爪６１ｃが入力プレート５２のストッパ
溝５２ｆの端面に当接し、中間部材５４及びハブフランジ３０と入力プレート５２との相
対回転が禁止される。
【００９６】
　［ダイナミックダンパ装置の動作］
　中間部材５４に伝達されたトルクは、内周側トーションスプリング５５を介してハブフ
ランジ３０に伝達され、さらにタービンハブ１７を介してトランスミッション側の部材に
伝達される。このとき、中間部材５４にはダイナミックダンパ装置３１が設けられている
ので、エンジンの回転速度変動を効果的に抑制することができる。すなわち、ダンパプレ
ート７１の回転と、イナーシャリング７２及び２つの蓋部材７３，７４と、の回転は、コ
イルスプリング７５の作用によって位相にズレが生じる。具体的には、所定のエンジン回
転数においてイナーシャリング７２及び蓋部材７３，７４はダンパプレート７１の回転速
度変動を打ち消す位相で変動する。この位相のズレによって、トランスミッションの回転
速度変動を吸収することができる。
【００９７】
　また、本実施形態では、ダイナミックダンパ装置３１を中間部材５４に固定し、ダイナ
ミックダンパ装置３１とタービンハブ１７との間に振動を抑えるための内周側トーション



(15) JP 2015-98930 A 2015.5.28

10

20

30

40

50

スプリング５５を配置している。この内周側トーションスプリング５５の作用によって、
低トルク領域（図１３に示すねじりトルクＴ１＝ねじり角度θ１までの領域）では、図１
４に示すように、より効果的に回転速度変動を抑えることができる。図１４において、特
性Ｃ１は、従来のロックアップ装置における回転速度変動を示している。特性Ｃ２はダイ
ナミックダンパ装置をタービンハブに装着し、ダイナミックダンパ装置の出力側に弾性部
材（トーションスプリング）がない場合の変動を示している。また、特性Ｃ３は本実施形
態のように、ダイナミックダンパ装置を中間部材に装着し、ダイナミックダンパ装置の出
力側に弾性部材（内周側トーションスプリング５５）を設けた場合の変動を示している。
【００９８】
　図１４の特性Ｃ２と特性Ｃ３とを比較して明らかなように、ダイナミックダンパ装置の
出力側に弾性部材を設けた場合は、回転速度変動のピークが低くなり、かつエンジン回転
数の常用域においても回転速度変動が抑えることができる。すなわち、本実施形態では、
ねじりトルクＴ１までの低トルク領域では、回転速度変動を効果的に抑えることができる
。
【００９９】
　［特徴］
　（１）トルクコンバータ本体６のトーラス外径Ｄtに対するダイナミックダンパ装置３
１（イナーシャリング７２）の外径Ｄddの比を１．１に設定しているので、トルクコンバ
ータ全体の径方向寸法を抑えることができ、しかもダイナミックダンパ装置３１の慣性量
を大きくして回転速度変動を効果的に抑えることができる。
【０１００】
　（２）ダイナミックダンパ装置３１の一部（第２蓋部材７４と、トランスミッション側
のイナーシャリング７２と、コイルスプリング７５及びダンパプレート７１の一部）は、
タービン４と軸方向において重なった位置に配置されている。このため、軸方向スペース
を抑えることができる。
【０１０１】
　（３）ダイナミックダンパ装置３１のコイルスプリング７５の中心Ｄdspはトーラス外
径Ｄtよりも外周側に位置している。このため、ダイナミックダンパ装置３１の慣性量を
より大きくすることができる。
【０１０２】
　（４）トーラスＴの軸方向寸法Ｂに対する径方向寸法Ａの比は１．２である。すなわち
、本実施形態では、トーラスＴが比較的丸型である。このため、トーラスＴの外周側及び
内周側にスペースが形成され、このスペースにダイナミックダンパ装置３１を構成する部
材や、内周側トーションスプリング５５を配置することができ、トルクコンバータ全体の
軸方向寸法を抑えることができる。
【０１０３】
　（５）トーラスＴの内周端ｄtは内周側トーションスプリング５５の中心Ｄispよりも外
周側に位置している。このような配置により、内周側トーションスプリング５５とトーラ
スＴとを軸方向において重なる位置に配置でき、トルクコンバータの軸方向寸法を抑える
ことができる。
【０１０４】
　（６）ステータコア２２の内周端（内径ｄstc）は内周側トーションスプリング５５の
中心よりも外周側に位置している。このため、前記同様に、内周側トーションスプリング
５５とトーラスＴとを軸方向において重なる位置に配置でき、トルクコンバータの軸方向
寸法を抑えることができる。
【０１０５】
　（７）内周側トーションスプリング５５の中心（Ｄisp）はトーラスＴよりも内周側に
配置されるとともに、ワンウェイクラッチ２３の外周端（Ｄowc）より外周側に配置され
ている。このような配置により、内周側トーションスプリング５５とワンウェイクラッチ
２３とを軸方向において重なる位置に配置でき、トルクコンバータの軸方向寸法を抑える
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ことができる。
【０１０６】
　（８）１対のイナーシャリング５３をダンパプレート５２の両側に配置してダイナミッ
クダンパ装置３１を構成しているので、１対のイナーシャリング５３をプレート部材で形
成することができる。したがって、イナーシャリングを鋳造品や鍛造品で形成する場合に
比較して製造コストを抑えることができる。
【０１０７】
　（９）第１及び第２蓋部材７３，７４によってコイルスプリング７５がイナーシャリン
グ７２のスプリング収納部７２ａから飛び出るのを禁止している。このため、イナーシャ
リング７２にコイルスプリング７５の飛び出しを規制するための突起等を設ける必要がな
い。また、２つの蓋部材７３，７４をイナーシャとして利用することができる。
【０１０８】
　（１０）ダンパプレート７１及びイナーシャリング７２の内部にコイルスプリング７５
を収容しているので、特に、軸方向におけるダイナミックダンパ装置３１の占有スペース
をコンパクトにすることができる。
【０１０９】
　（１１）イナーシャリング７２を軸方向に分割しているので、ダンパプレート７１の差
し込み、及びコイルスプリング７５の組付が容易になる。
【０１１０】
　（１２）中間部材５４にダイナミックダンパ装置３１を装着し、ダイナミックダンパ装
置３１の出力側に内周側トーションスプリング５５を設けているので、より効果的に回転
速度変動を抑えることができる。
【０１１１】
　［他の実施形態］
　本発明は以上のような実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱するこ
となく種々の変形又は修正が可能である。
【０１１２】
　（ａ）前記実施形態では、トルクコンバータ本体６のトーラス外径Ｄtに対するダイナ
ミックダンパ装置３１（イナーシャリング７２）の外径Ｄddの比（Ｄdd／Ｄt）を１．１
にしたが、この比は１以上１．５以下であればよい。Ｄdd／Ｄtが、１未満であれば慣性
量を大きく確保することができず、また１．５を越えるとトルクコンバータ全体の径方向
寸法が大きくなる。
【０１１３】
　（ｂ）前記実施形態では、トーラスＴの軸方向寸法Ｂに対する径方向寸法Ａの比（Ａ／
Ｂ）を１．２にしたが、この比は１以上１．５以下であればよい。
【０１１４】
　（ｃ）前記実施形態では、１対のイナーシャリングの形状を同じにしたが、それぞれ別
の形状にしてもよい。
【０１１５】
　（ｄ）前記実施形態では、ダンパプレートを中間部材の第２プレートの外周部に形成し
たが、ダンパプレートを別部材として設けてもよい。
【０１１６】
　（ｅ）前記実施形態では、クラッチ部を多板型のクラッチとしたが、クラッチ部の構成
はこれに限定されない。
【符号の説明】
【０１１７】
１　トルクコンバータ
２　フロントカバー
４　タービン
５　ステータ
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６　トルクコンバータ本体
７　ロックアップ装置
２２　ステータコア
２３　ワンウェイクラッチ
２８　クラッチ部
２９　ダンパ機構
３０　ハブフランジ
３１　ダイナミックダンパ装置
５３　外周側トーションスプリング
５４　中間部材
５５　内周側トーションスプリング（弾性部材）
６１　第１プレート
６２　第２プレート
７１　ダンパプレート
７１ａ　スプリング収納部
７２　イナーシャリング
７２ａ　スプリング収納部
７３　第１蓋部材
７４　第２蓋部材
７５　コイルスプリング（ダイナミックダンパ用弾性部材）
７６　ストップピン
Ｔ　トーラス

【図１】 【図２】
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